
６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

ア 児童・生徒は、障害の状態に応じて、防災学習、備蓄品の利用体験、応急救護訓練など

を通じて避難所生活を体験する。 

イ 教職員は、学校の規模や地域の実情に応じて、指揮命令系統の点検、保護者との連携体

制の点検、地域と連携した避難所設営訓練などを行う。 

ウ 事業の周知 

宿泊防災訓練の実施結果を集約し、都立特別支援学校全体で共有する。 

  

７ 教育のインクルージョンの推進 

【【現現状状とと課課題題】】  

特特別別支支援援教教育育をを受受けけるる児児童童・・生生徒徒  

・特別支援教育を受ける児童・生徒数は増加傾向 

都都立立高高校校ににおおけけるる通通級級にによよるる指指導導のの実実施施校校数数  

・令和 3 年度の制度開始以降、実施校数は増加傾向 

医医療療的的ケケアア児児童童・・生生徒徒数数  

・医療的ケアが必要な児童・生徒は増加傾向 

【【強強化化ののポポイインントト】】  

 多様な人が共に支え合う共生社会の実現に向け、通常の学級、通級による指導、特別支

援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の一層の充実  

【【指指標標】】  

 学校生活支援シート及び個別指導計画が作成されている児童・生徒の割合の増加 

 全都立高校等における通級による指導実績のある学校数の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策展開の方向性⑰ 

  障障害害ののああるる児児童童・・生生徒徒のの能能力力やや可可能能性性をを最最大大限限にに伸伸ばばすす教教育育のの充充実実  

１ 特別支援教育推進計画に基づく教育環境の整備（都立学校教育部・指導部） 

(1) 都立知的障害特別支援学校における規模と配置の適正化の推進 

将来推計により今後も在籍者数の増加が見込まれる都立知的障害特別支援学校について、

学校の新設や増改築をはじめ多様な方法により教育環境の充実を図る。 

(2) 児童・生徒の通学環境の改善（スクールバスの充実） 

乗車時間が 60 分を超えるコースについて、バスの小型化やコース設定を工夫することに

より、平均乗車時間の短縮に努める。 

(3) 特別支援学校スクールバス安全運行支援員 

都立知的障害特別支援学校に在籍する児童・生徒が、学校の管理下であるスクールバスに

おいて、安全かつ公共交通機関に準ずるルールに基づき乗車できるよう「都立特別支援学校

スクールバス安全運行支援員」を配置する。配置した「都立特別支援学校スクールバス安全

運行支援員」は、スクールバスに乗車する児童・生徒の障害の特性、車内における配慮事項

等を把握し、スクールバス運送請負契約において配置される添乗員の支援を行う。 

(4) 都立知的障害特別支援学校における就労支援の取組の推進 

ア 民間のシンクタンクを活用した企業開拓委託 

(ｱ) 特別支援学校高等部生徒の企業就労を一層促進するため、現場実習先や雇用先の開

拓等に関する情報収集を委託する。 

(ｲ) 進路指導担当教員とともに企業開拓業務を行う就労支援アドバイザーを配置し、更

７７  教教育育ののイインンククルルーージジョョンンのの推推進進 
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７ 教育のインクルージョンの推進 

なる開拓数の増加を促進する。 

イ 特別支援学校生徒の就労を支援する体制 

実習先や雇用先企業の開拓や情報管理、特別支援学校における効果的な就労支援事業等

を行うため、「東京都就労支援員（会計年度任用職員）」を配置する。 

ウ 障害者雇用に対する理解促進 

(ｱ) 企業向けセミナーの開催により、障害者雇用に関する理解促進を行うとともに、雇

用や実習受入れ等の協力を依頼する。 

(ｲ) 特別支援学校生徒の企業就労に向けて、企業等に対し、障害者雇用についての理解

推進及び雇用促進を図ることを目的とした動画を作成し、活用する。 

エ 職業教育の充実 

(ｱ) 就業技術科及び職能開発科を対象に特別支援学校技能競技大会を開催し、生徒が日

頃の学習の成果を企業に対して発表する機会を設ける。 

(ｲ) 産業現場等における実習に際して、実習先への謝礼を確保し、実習の実施の促進を

図る。 

(ｳ) 特別支援学校就労支援委員会企業開拓部会を開催し、就労支援における課題解決の

方法等を協議することにより、進路担当者の力量の向上を図る。 

(5) 医療的ケアの充実 

ア 特別支援学校における人工呼吸器の管理 

肢体不自由特別支援学校に人工呼吸器の管理が必要な児童・生徒が一定数在籍している

ことを踏まえ、肢体不自由特別支援学校全校で実施する際の条件や留意点等をまとめた

「都立特別支援学校における人工呼吸器による医療的ケアを必要とする子供の安全な学

校生活のためのガイドライン」に基づき、人工呼吸器の管理を実施する。 

イ 特別支援学校における胃ろうからの初期食の注入による給食の提供 

胃ろうからの注入は医療的ケアに該当し、安全を確保する観点から、特別支援学校では、

市販又は処方された栄養剤に限って実施してきたが、通常の食事に近い初期食による給食

を食べさせたいという保護者の要望を受け、肢体不自由特別支援学校全校で初期食の注入

による給食の提供を実施する。 

ウ 医療的ケア児専用通学車両の運行 

医療的ケア児の学習機会の確保と通学保障のため、肢体不自由特別支援学校及び知的障

害特別支援学校で看護師が同乗する専用通学車両を運行しているが、乗車中の医療的ケア

を行う看護師が不足する状況が続いているため、看護師の勤務形態の多様化や、専用通学

車両乗車時の報酬単価の引上げ等により、看護師の専用通学車両への乗車を一層促してい

く。 

エ 区市町村立小・中学校における医療的ケア実施のための支援 

小・中学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の増加を踏まえ、都教育委員会

主催の研修等に小・中学校教職員が参加できるようにするとともに、小・中学校及び区市

町村教育委員会の要請に応じて、特別支援学校におけるセンター的機能の発揮により支援

する。 

(6) 医療的ケア児に係る保護者付添い期間の短縮化等 

    医療的ケア児は、体調が変化しやすいことから、入学後、学校看護師に対処方法等の引き

継ぎを行うまでの間、保護者に付添いを依頼している。特に、人工呼吸器など高度なケアが

７ 教育のインクルージョンの推進 

必要な場合には、付添い期間が長期化するケースが生じていることから、特別支援学校全校

で付添い期間の短縮化に取り組み、入学後の医療的ケア実施のための一連の手順を入学前か

ら開始するとともに、入学後にも医師等を活用し更なる短縮化に取り組んでいく。加えて、

付添い期間も Wi-Fi ルーターの貸与やテレワークブースの設置など保護者の就労継続への

支援を行う。 

(7) 通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への支援（再掲） 

ア 小・中学校における特別支援教室の円滑な運営に向けた支援 

令和 3 年 4月に全公立小・中学校に設置が完了した特別支援教室の運営に関する区市町

村への支援として、引き続き、特別支援教室専門員の配置及び臨床発達心理士等の巡回を

行う。 

イ 小・中学校の通常の学級における支援の充実 

区市町村において、インクルーシブ教育支援員配置補助事業として、発達障害のある児

童・生徒が、通常の学級で学ぶ際の支援を行う発達障害教育等 

支援員の配置を充実する場合や、特別支援教育コーディネーターを補助する人材を配置

する場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、発達障害のある児童・生徒が安

心して学べる環境づくりを促進する。 

ウ 特別支援教室の運営に対する指導・助言 

都教育委員会の特別支援教室巡回運営指導員が、特別支援教室を設置する学校に直接訪

問して各校の取組や運営状況を把握し、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づく具

体的な指導・助言や好事例の収集・紹介などにより、特別支援教室の適切な運営を支援す

るなど発達障害教育のより一層の充実を図る。 

エ 都立高等学校等における発達障害のある生徒への支援 

(ｱ) 各都立高等学校等における発達障害のある生徒に対して、障害の状態に応じた指導・

支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウを活

用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導・支援を行う。 

(ｲ) 各都立高等学校において、 学校が一体となって発達障害等困難を抱える生徒を支援

する体制を構築した上で、在籍する発達障害のある生徒への支援を充実させ、通級に

よる指導について円滑な運営を図るため、都立学校発達障害教育推進エリアネットワ

ークの活用により学校への支援を促進する。 

(8) インクルーシブ教育支援員配置への支援（特別支援学校就学相当児童生徒支援事業）（再

掲） 

    区市町村において特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市

町村立小・中学校に就学し、日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支

援員」を配置した場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、障害のある児童・生

徒の多様な学びの場を整備する。 

(9) デジタルを活用した特別支援教育の充実 

ア 学習者用デジタル教材の開発 

    知的障害のある児童・生徒が各自の端末を用いて効果的、効率的に学習内容を習得でき

るよう、文部科学省著作教科書に準拠した学習者用デジタル教材を開発する。 

イ 芸術系大学等と連携したデジタル芸術の推進 

    芸術に関わる専門家との連携による授業実践を通して、写真・映像等のデジタル表現に
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７ 教育のインクルージョンの推進 

なる開拓数の増加を促進する。 

イ 特別支援学校生徒の就労を支援する体制 

実習先や雇用先企業の開拓や情報管理、特別支援学校における効果的な就労支援事業等

を行うため、「東京都就労支援員（会計年度任用職員）」を配置する。 

ウ 障害者雇用に対する理解促進 

(ｱ) 企業向けセミナーの開催により、障害者雇用に関する理解促進を行うとともに、雇

用や実習受入れ等の協力を依頼する。 

(ｲ) 特別支援学校生徒の企業就労に向けて、企業等に対し、障害者雇用についての理解

推進及び雇用促進を図ることを目的とした動画を作成し、活用する。 

エ 職業教育の充実 

(ｱ) 就業技術科及び職能開発科を対象に特別支援学校技能競技大会を開催し、生徒が日

頃の学習の成果を企業に対して発表する機会を設ける。 

(ｲ) 産業現場等における実習に際して、実習先への謝礼を確保し、実習の実施の促進を

図る。 

(ｳ) 特別支援学校就労支援委員会企業開拓部会を開催し、就労支援における課題解決の

方法等を協議することにより、進路担当者の力量の向上を図る。 

(5) 医療的ケアの充実 

ア 特別支援学校における人工呼吸器の管理 

肢体不自由特別支援学校に人工呼吸器の管理が必要な児童・生徒が一定数在籍している

ことを踏まえ、肢体不自由特別支援学校全校で実施する際の条件や留意点等をまとめた

「都立特別支援学校における人工呼吸器による医療的ケアを必要とする子供の安全な学

校生活のためのガイドライン」に基づき、人工呼吸器の管理を実施する。 

イ 特別支援学校における胃ろうからの初期食の注入による給食の提供 

胃ろうからの注入は医療的ケアに該当し、安全を確保する観点から、特別支援学校では、

市販又は処方された栄養剤に限って実施してきたが、通常の食事に近い初期食による給食

を食べさせたいという保護者の要望を受け、肢体不自由特別支援学校全校で初期食の注入

による給食の提供を実施する。 

ウ 医療的ケア児専用通学車両の運行 

医療的ケア児の学習機会の確保と通学保障のため、肢体不自由特別支援学校及び知的障

害特別支援学校で看護師が同乗する専用通学車両を運行しているが、乗車中の医療的ケア

を行う看護師が不足する状況が続いているため、看護師の勤務形態の多様化や、専用通学

車両乗車時の報酬単価の引上げ等により、看護師の専用通学車両への乗車を一層促してい

く。 

エ 区市町村立小・中学校における医療的ケア実施のための支援 

小・中学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の増加を踏まえ、都教育委員会

主催の研修等に小・中学校教職員が参加できるようにするとともに、小・中学校及び区市

町村教育委員会の要請に応じて、特別支援学校におけるセンター的機能の発揮により支援

する。 

(6) 医療的ケア児に係る保護者付添い期間の短縮化等 

    医療的ケア児は、体調が変化しやすいことから、入学後、学校看護師に対処方法等の引き

継ぎを行うまでの間、保護者に付添いを依頼している。特に、人工呼吸器など高度なケアが

７ 教育のインクルージョンの推進 

必要な場合には、付添い期間が長期化するケースが生じていることから、特別支援学校全校

で付添い期間の短縮化に取り組み、入学後の医療的ケア実施のための一連の手順を入学前か

ら開始するとともに、入学後にも医師等を活用し更なる短縮化に取り組んでいく。加えて、

付添い期間も Wi-Fi ルーターの貸与やテレワークブースの設置など保護者の就労継続への

支援を行う。 

(7) 通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への支援（再掲） 

ア 小・中学校における特別支援教室の円滑な運営に向けた支援 

令和 3 年 4月に全公立小・中学校に設置が完了した特別支援教室の運営に関する区市町

村への支援として、引き続き、特別支援教室専門員の配置及び臨床発達心理士等の巡回を

行う。 

イ 小・中学校の通常の学級における支援の充実 

区市町村において、インクルーシブ教育支援員配置補助事業として、発達障害のある児

童・生徒が、通常の学級で学ぶ際の支援を行う発達障害教育等 

支援員の配置を充実する場合や、特別支援教育コーディネーターを補助する人材を配置

する場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、発達障害のある児童・生徒が安

心して学べる環境づくりを促進する。 

ウ 特別支援教室の運営に対する指導・助言 

都教育委員会の特別支援教室巡回運営指導員が、特別支援教室を設置する学校に直接訪

問して各校の取組や運営状況を把握し、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づく具

体的な指導・助言や好事例の収集・紹介などにより、特別支援教室の適切な運営を支援す

るなど発達障害教育のより一層の充実を図る。 

エ 都立高等学校等における発達障害のある生徒への支援 

(ｱ) 各都立高等学校等における発達障害のある生徒に対して、障害の状態に応じた指導・

支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウを活

用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導・支援を行う。 

(ｲ) 各都立高等学校において、 学校が一体となって発達障害等困難を抱える生徒を支援

する体制を構築した上で、在籍する発達障害のある生徒への支援を充実させ、通級に

よる指導について円滑な運営を図るため、都立学校発達障害教育推進エリアネットワ

ークの活用により学校への支援を促進する。 

(8) インクルーシブ教育支援員配置への支援（特別支援学校就学相当児童生徒支援事業）（再

掲） 

    区市町村において特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市

町村立小・中学校に就学し、日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支

援員」を配置した場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、障害のある児童・生

徒の多様な学びの場を整備する。 

(9) デジタルを活用した特別支援教育の充実 

ア 学習者用デジタル教材の開発 

    知的障害のある児童・生徒が各自の端末を用いて効果的、効率的に学習内容を習得でき

るよう、文部科学省著作教科書に準拠した学習者用デジタル教材を開発する。 

イ 芸術系大学等と連携したデジタル芸術の推進 

    芸術に関わる専門家との連携による授業実践を通して、写真・映像等のデジタル表現に
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７ 教育のインクルージョンの推進 

関する芸術教育を推進する。 

ウ 新技術の活用等による視覚障害・聴覚障害教育の向上 

視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校において、遠隔手話通訳サービスなど

の ICT 技術等を活用し、視覚障害・聴覚障害教育の充実を図る。 

(10) 聴覚障害特別支援学校における情報保障のデジタル化 

都立聴覚障害特別支援学校全校にデジタル式の集団補聴システム及び音声情報を文字化

するアプリケーションを導入し、児童・生徒等一人一人の障害の状態や教育活動の場面に応

じた最適な情報保障の実現を図る。 

(11) 聴覚障害特別支援学校における手話に係る教育の充実 

「東京都手話言語条例」の施行を踏まえ、聴覚障害特別支援学校へ外部専門家（手話通訳

者）を招へいし、手話を必要とする児童・生徒、教員及び保護者等に対し、手話に関する学

習の機会を提供する。 

(12) スポーツを通じた学校 2020 レガシーの推進 

東京に拠点を置くスポーツ団体との交流等、スポーツやスポーツ施設等に関する多様な体

験活動の充実を図る。 

(13) インクルーシブな教育の検討（再掲） 

共生社会の実現には、障害のある子供とない子供が共に学び、体験し、相互理解を深める

ことが重要であることから、インクルーシブな教育を推進するための体制整備に関する検討

を行う協議会を開催する。本協議会は、学識経験者や区市町村教育委員会、小・中・高等学

校、特別支援学校の校長、保護者の代表等を委員として、特別支援学校と高等学校等との一

体的運営や小・中学校等におけるインクルーシブな教育の推進等について議論し、検討を進

める。 

 

２ デジタルを活用した特別支援教育の推進（指導部） 

(1) 学習者用デジタル教材の開発 

知的障害のある児童・生徒が各自の端末を用いて効果的、効率的に学習内容を習得できる

よう、文部科学省著作教科書に準拠した学習者用デジタル教材を開発する。 

(2) 芸術系大学等と連携したデジタル芸術の推進 

芸術に関わる専門家との連携による授業実践を通して、写真・映像等のデジタル表現に関

する芸術教育を推進する。 

(3) 新技術の活用等による視覚障害・聴覚障害教育の向上 

視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校において、遠隔手話通訳サービスなどの

ICT 技術等を活用し、視覚障害・聴覚障害教育の充実を図る。 

 

３ 知的障害特別支援学校における職業教育の充実（都立学校教育部） 

(1) 就業技術科と職能開発科による職業教育の展開（再掲） 

知的障害が軽度の生徒を対象に専門的職業教育を行う就業技術科、知的障害が軽度から中

度の生徒を対象に基礎的職業教育を行う職能開発科及び職業準備教育を行う普通科の 3 科

による重層的な職業教育を展開するため、既に設置の完了した就業技術科 5 校及び職能開発

科 7 校に加え、今後、1校へ職能開発科の設置を進める。 

(2) 就業技術科と職能開発科に係る周知・啓発施策の充実 

７ 教育のインクルージョンの推進 

生徒一人ひとりの適切な進路選択の支援を目的として、就業技術科及び職能開発科の教育

内容について、生徒や保護者等を対象とした合同相談会の開催等を通じて適切に周知してい

く。 

(3) 都立知的特別支援学校における就労支援の取組の推進（再掲） 

ア 民間のシンクタンクを活用した企業開拓委託 

(ｱ) 特別支援学校高等部生徒の企業就労を一層促進するため、現場実習先や雇用先の開

拓等に関する情報収集を委託する。 

(ｲ) 進路指導担当教員とともに企業開拓業務を行う就労支援アドバイザーを配置し、更

なる開拓数の増加を促進する。 

イ 特別支援学校就労支援体制 

実習先や雇用先企業の開拓や情報管理、特別支援学校における効果的な就労支援事業等

を行うため、「東京都就労支援員（会計年度任用職員）」を配置する。 

ウ 障害者雇用に対する理解促進 

(ｱ) 企業向けセミナーの開催により、障害者雇用に関する理解促進を行うとともに、雇

用や実習受入れ等の協力を依頼する。 

(ｲ) 特別支援学校生徒の企業就労に向けて、企業等に対し、障害者雇用についての理解推

進及び雇用促進を図ることを目的に動画を作成し活用する。 

エ 職業教育の充実 

(ｱ) 就業技術科及び職能開発科を対象に特別支援学校技能競技大会を開催し、生徒が日

頃の学習の成果を企業に対して発表する機会を設ける。 

(ｲ) 産業現場等における実習に際して、実習先への謝礼を確保し、実習の実施の促進を

図る。 

(ｳ) 特別支援学校就労支援委員会企業開拓部会を開催し、就労支援における課題解決の

方法等を協議することにより、進路担当者の力量の向上を図る。 

 

施策展開の方向性⑱ 

  柔柔軟軟なな仕仕組組みみにによよるる多多様様なな学学びびのの場場をを創創出出しし、、子子供供たたちちがが尊尊重重しし合合いいななががらら学学ぶぶ環環

境境のの整整備備  

  

１ インクルーシブな教育の推進（都立学校教育部・指導部・グローバル人材育成部・地域教育

支援部） 

(1) インクルーシブな教育の検討（再掲） 

共生社会の実現には、障害のある子供とない子供が共に学び、体験し、相互理解を深める

ことが重要であることから、インクルーシブな教育を推進するための体制整備に関する検討

を行う協議会を開催する。本協議会は、学識経験者や区市町村教育委員会、小・中・高等学

校、特別支援学校の校長、保護者の代表等を委員として、特別支援学校と高等学校等との一

体的運営や小・中学校等におけるインクルーシブな教育の推進等について議論し、検討を進

める。 

(2) インクルーシブ教育支援員配置への支援（特別支援学校就学相当児童生徒支援事業）（再 

掲） 

       区市町村において特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市
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７ 教育のインクルージョンの推進 

関する芸術教育を推進する。 

ウ 新技術の活用等による視覚障害・聴覚障害教育の向上 

視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校において、遠隔手話通訳サービスなど

の ICT 技術等を活用し、視覚障害・聴覚障害教育の充実を図る。 

(10) 聴覚障害特別支援学校における情報保障のデジタル化 

都立聴覚障害特別支援学校全校にデジタル式の集団補聴システム及び音声情報を文字化

するアプリケーションを導入し、児童・生徒等一人一人の障害の状態や教育活動の場面に応

じた最適な情報保障の実現を図る。 

(11) 聴覚障害特別支援学校における手話に係る教育の充実 

「東京都手話言語条例」の施行を踏まえ、聴覚障害特別支援学校へ外部専門家（手話通訳

者）を招へいし、手話を必要とする児童・生徒、教員及び保護者等に対し、手話に関する学

習の機会を提供する。 

(12) スポーツを通じた学校 2020 レガシーの推進 

東京に拠点を置くスポーツ団体との交流等、スポーツやスポーツ施設等に関する多様な体

験活動の充実を図る。 

(13) インクルーシブな教育の検討（再掲） 

共生社会の実現には、障害のある子供とない子供が共に学び、体験し、相互理解を深める

ことが重要であることから、インクルーシブな教育を推進するための体制整備に関する検討

を行う協議会を開催する。本協議会は、学識経験者や区市町村教育委員会、小・中・高等学

校、特別支援学校の校長、保護者の代表等を委員として、特別支援学校と高等学校等との一

体的運営や小・中学校等におけるインクルーシブな教育の推進等について議論し、検討を進

める。 

 

２ デジタルを活用した特別支援教育の推進（指導部） 

(1) 学習者用デジタル教材の開発 

知的障害のある児童・生徒が各自の端末を用いて効果的、効率的に学習内容を習得できる

よう、文部科学省著作教科書に準拠した学習者用デジタル教材を開発する。 

(2) 芸術系大学等と連携したデジタル芸術の推進 

芸術に関わる専門家との連携による授業実践を通して、写真・映像等のデジタル表現に関

する芸術教育を推進する。 

(3) 新技術の活用等による視覚障害・聴覚障害教育の向上 

視覚障害特別支援学校及び聴覚障害特別支援学校において、遠隔手話通訳サービスなどの

ICT 技術等を活用し、視覚障害・聴覚障害教育の充実を図る。 

 

３ 知的障害特別支援学校における職業教育の充実（都立学校教育部） 

(1) 就業技術科と職能開発科による職業教育の展開（再掲） 

知的障害が軽度の生徒を対象に専門的職業教育を行う就業技術科、知的障害が軽度から中

度の生徒を対象に基礎的職業教育を行う職能開発科及び職業準備教育を行う普通科の 3 科

による重層的な職業教育を展開するため、既に設置の完了した就業技術科 5 校及び職能開発

科 7 校に加え、今後、1校へ職能開発科の設置を進める。 

(2) 就業技術科と職能開発科に係る周知・啓発施策の充実 

７ 教育のインクルージョンの推進 

生徒一人ひとりの適切な進路選択の支援を目的として、就業技術科及び職能開発科の教育

内容について、生徒や保護者等を対象とした合同相談会の開催等を通じて適切に周知してい

く。 

(3) 都立知的特別支援学校における就労支援の取組の推進（再掲） 

ア 民間のシンクタンクを活用した企業開拓委託 

(ｱ) 特別支援学校高等部生徒の企業就労を一層促進するため、現場実習先や雇用先の開

拓等に関する情報収集を委託する。 

(ｲ) 進路指導担当教員とともに企業開拓業務を行う就労支援アドバイザーを配置し、更

なる開拓数の増加を促進する。 

イ 特別支援学校就労支援体制 

実習先や雇用先企業の開拓や情報管理、特別支援学校における効果的な就労支援事業等

を行うため、「東京都就労支援員（会計年度任用職員）」を配置する。 

ウ 障害者雇用に対する理解促進 

(ｱ) 企業向けセミナーの開催により、障害者雇用に関する理解促進を行うとともに、雇

用や実習受入れ等の協力を依頼する。 

(ｲ) 特別支援学校生徒の企業就労に向けて、企業等に対し、障害者雇用についての理解推

進及び雇用促進を図ることを目的に動画を作成し活用する。 

エ 職業教育の充実 

(ｱ) 就業技術科及び職能開発科を対象に特別支援学校技能競技大会を開催し、生徒が日

頃の学習の成果を企業に対して発表する機会を設ける。 

(ｲ) 産業現場等における実習に際して、実習先への謝礼を確保し、実習の実施の促進を

図る。 

(ｳ) 特別支援学校就労支援委員会企業開拓部会を開催し、就労支援における課題解決の

方法等を協議することにより、進路担当者の力量の向上を図る。 

 

施策展開の方向性⑱ 

  柔柔軟軟なな仕仕組組みみにによよるる多多様様なな学学びびのの場場をを創創出出しし、、子子供供たたちちがが尊尊重重しし合合いいななががらら学学ぶぶ環環

境境のの整整備備  

  

１ インクルーシブな教育の推進（都立学校教育部・指導部・グローバル人材育成部・地域教育

支援部） 

(1) インクルーシブな教育の検討（再掲） 

共生社会の実現には、障害のある子供とない子供が共に学び、体験し、相互理解を深める

ことが重要であることから、インクルーシブな教育を推進するための体制整備に関する検討

を行う協議会を開催する。本協議会は、学識経験者や区市町村教育委員会、小・中・高等学

校、特別支援学校の校長、保護者の代表等を委員として、特別支援学校と高等学校等との一

体的運営や小・中学校等におけるインクルーシブな教育の推進等について議論し、検討を進

める。 

(2) インクルーシブ教育支援員配置への支援（特別支援学校就学相当児童生徒支援事業）（再 

掲） 

       区市町村において特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市
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７ 教育のインクルージョンの推進 

町村立小・中学校に就学し、日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支

援員」を配置した場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、障害のある児童・生

徒の多様な学びの場を整備する。 

(3) パラスポーツ指導者講習会の実施 

障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図るため、パラスポーツ指導者講習会を開催する。 

(4) 視覚障害特別支援学校・聴覚障害特別支援学校におけるオリンピック・デフリンピック教

育の充実  

聴覚障害特別支援学校に外部人材を招へいすること等により、2025 年デフリンピック大

会東京開催に向けた教育を充実する。 

(5) デフリンピックを契機とした聴覚障害理解教育の普及  

聴覚障害やデフスポーツに関する映像教材を制作し、都内全公立学校に動画にて配信する

ことを通じて、オリンピック・パラリンピック教育と関連付けながら、2025 年に東京で開催

されるデフリンピックへの児童・生徒の興味・関心を高めるとともに、聴覚障害への理解を

深め、障害の有無にかかわらず、共生していこうとする意識や態度を育む。   

(6) 「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の実施（再掲） 

希望する学校にオリンピアン・パラリンピアン等のアスリートを派遣し、考え方や生き方

に触れることにより、多様なスポーツや共生社会に対する児童・生徒の理解を深める。 

(7) 「学校 2020 レガシー」継続実施の支援（再掲） 

各学校が共生社会の実現等に向けて、家庭や地域等と連携を図りながら、東京 2020 大会

以降も続けていく教育活動として「学校 2020 レガシー」を設定し、児童・生徒の実態、地

域性を鑑み、学校の特色となるよう、継続実施を支援する。 

(8) オリパラ教育継承のための次期開催国への訪問（再掲） 

   都立学校の国際交流プログラムの 1 つである、オリパラシティコースにおいて、オリパラ 

次期開催都市（フランス・パリ）への継承を意識して、パラスポーツ交流やオリパラレガシ

ー等を題材とした都立学校と派遣先国との相互交流を行い、次世代の多文化共生の一層の推

進を図る。 

(9) 地域文化部活動推進事業（再掲） 

文化庁の「部活動の地域移行に向けた実証事業及び地域文化クラブ推進事業」により委託 

された事業である。生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現に向

けて、休日の部活動の段階的な地域移行等の推進に関する実践研究を実施するとともに、研

究成果を発信し、休日の地域部活動や、合理的で効率的な部活動の展開を図る。 

(10) 「インクルーシブ体験」プログラム 

都立高校生等が、障害のある人や高齢者等との関わりや、当事者の生活や思いについて実

際に触れる機会を通じて、自分のあり方・生き方を見直し、「共生社会づくり」の必要性を

理解することを目的に、障害のある方や高齢者等を招いての講演や、インクルーシブな学び

の支援を実施している企業・NPO 等の様々な支援団体と連携して、アートやスポーツ等を活

用した体験プログラムを提供する。 

 

２ 小学校、中学校及び高等学校等における特別支援教育の充実（再掲）（指導部・都立学校教育

部） 

(1) 特別支援学校の授業改善推進プランの効果的な活用推進 

７ 教育のインクルージョンの推進 

各特別支援学校の準ずる教育課程における授業改善に向けた視点を明確にした授業改善

推進プランの作成と効果的な活用を推進する。 

(2) 特別支援学校の教員の指導技術や授業力の向上  

地域の小学校、中学校及び都立高校等を「授業研究連携校」に指定し、オンライン会議等

を活用しながら小学校、中学校、都立高校等と連携した授業研究及び授業改善の取組を推進

する。 

特別支援学校の準ずる教育課程の教科担当教員が、小学校、中学校、都立高校等の各教科

等の研修会に参加し、小学校、中学校、都立高校等の教科指導の実践に触れる機会を充実さ

せる。 

(3) インクルーシブ教育支援員配置への支援（特別支援学校就学相当児童生徒支援事業）（再

掲） 

       区市町村において特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市

町村立小・中学校に就学し、日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支

援員」を配置した場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、障害のある児童・生

徒の多様な学びの場を整備する。 

(4) 通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への支援  

ア 小・中学校における特別支援教室の円滑な運営に向けた支援  

令和 3 年 4月に全公立小・中学校に設置が完了した特別支援教室の運営に関する区市町

村への支援として、引き続き、特別支援教室専門員の配置及び臨床発達心理士等の巡回を

行う。  

イ 小・中学校の通常の学級における支援の充実  

区市町村において、発達障害のある児童・生徒が、通常の学級で学ぶ際の支援を行う発

達障害教育支援員の配置を充実する場合や、特別支援教育コーディネーターを補助する人

材を配置する場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、発達障害のある児童・

生徒が安心して学べる環境づくりを促進する。  

ウ 特別支援教室の運営に対する指導・助言  

都教育委員会の特別支援教室巡回運営指導員が、特別支援教室を設置する学校に直接訪

問して各校の取組や運営状況を把握し、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づく具

体的な指導・助言や好事例の収集・紹介などにより、特別支援教室の適切な運営を支援す

るなど発達障害教育のより一層の充実を図る。  

エ 都立高等学校等における発達障害のある生徒への支援  

(ｱ) 各都立高等学校等における発達障害のある生徒に対して、障害の状態に応じた指導・

支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウを活

用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導・支援を行う。  

(ｲ) 各都立高等学校において、在籍する発達障害のある生徒への支援を充実させ、通級

による指導について円滑な運営を図るため、都立学校発達障害教育推進エリアネット

ワークの活用により学校への支援を促進する。 

(ｳ) 就労を目指す発達障害等のある生徒に、生徒の特性や適性に応じた具体的な就労ス

キルを身に付けさせるため、民間企業や NPO 等と連携した取組を実施する。  

(5) インクルーシブな教育の検討 

共生社会の実現には、障害のある子供とない子供が共に学び、体験し、相互理解を深める
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７ 教育のインクルージョンの推進 

町村立小・中学校に就学し、日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支

援員」を配置した場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、障害のある児童・生

徒の多様な学びの場を整備する。 

(3) パラスポーツ指導者講習会の実施 

障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図るため、パラスポーツ指導者講習会を開催する。 

(4) 視覚障害特別支援学校・聴覚障害特別支援学校におけるオリンピック・デフリンピック教

育の充実  

聴覚障害特別支援学校に外部人材を招へいすること等により、2025 年デフリンピック大

会東京開催に向けた教育を充実する。 

(5) デフリンピックを契機とした聴覚障害理解教育の普及  

聴覚障害やデフスポーツに関する映像教材を制作し、都内全公立学校に動画にて配信する

ことを通じて、オリンピック・パラリンピック教育と関連付けながら、2025 年に東京で開催

されるデフリンピックへの児童・生徒の興味・関心を高めるとともに、聴覚障害への理解を

深め、障害の有無にかかわらず、共生していこうとする意識や態度を育む。   

(6) 「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の実施（再掲） 

希望する学校にオリンピアン・パラリンピアン等のアスリートを派遣し、考え方や生き方

に触れることにより、多様なスポーツや共生社会に対する児童・生徒の理解を深める。 

(7) 「学校 2020 レガシー」継続実施の支援（再掲） 

各学校が共生社会の実現等に向けて、家庭や地域等と連携を図りながら、東京 2020 大会

以降も続けていく教育活動として「学校 2020 レガシー」を設定し、児童・生徒の実態、地

域性を鑑み、学校の特色となるよう、継続実施を支援する。 

(8) オリパラ教育継承のための次期開催国への訪問（再掲） 

   都立学校の国際交流プログラムの 1 つである、オリパラシティコースにおいて、オリパラ 

次期開催都市（フランス・パリ）への継承を意識して、パラスポーツ交流やオリパラレガシ

ー等を題材とした都立学校と派遣先国との相互交流を行い、次世代の多文化共生の一層の推

進を図る。 

(9) 地域文化部活動推進事業（再掲） 

文化庁の「部活動の地域移行に向けた実証事業及び地域文化クラブ推進事業」により委託 

された事業である。生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現に向

けて、休日の部活動の段階的な地域移行等の推進に関する実践研究を実施するとともに、研

究成果を発信し、休日の地域部活動や、合理的で効率的な部活動の展開を図る。 

(10) 「インクルーシブ体験」プログラム 

都立高校生等が、障害のある人や高齢者等との関わりや、当事者の生活や思いについて実

際に触れる機会を通じて、自分のあり方・生き方を見直し、「共生社会づくり」の必要性を

理解することを目的に、障害のある方や高齢者等を招いての講演や、インクルーシブな学び

の支援を実施している企業・NPO 等の様々な支援団体と連携して、アートやスポーツ等を活

用した体験プログラムを提供する。 

 

２ 小学校、中学校及び高等学校等における特別支援教育の充実（再掲）（指導部・都立学校教育

部） 

(1) 特別支援学校の授業改善推進プランの効果的な活用推進 

７ 教育のインクルージョンの推進 

各特別支援学校の準ずる教育課程における授業改善に向けた視点を明確にした授業改善

推進プランの作成と効果的な活用を推進する。 

(2) 特別支援学校の教員の指導技術や授業力の向上  

地域の小学校、中学校及び都立高校等を「授業研究連携校」に指定し、オンライン会議等

を活用しながら小学校、中学校、都立高校等と連携した授業研究及び授業改善の取組を推進

する。 

特別支援学校の準ずる教育課程の教科担当教員が、小学校、中学校、都立高校等の各教科

等の研修会に参加し、小学校、中学校、都立高校等の教科指導の実践に触れる機会を充実さ

せる。 

(3) インクルーシブ教育支援員配置への支援（特別支援学校就学相当児童生徒支援事業）（再

掲） 

       区市町村において特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市

町村立小・中学校に就学し、日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支

援員」を配置した場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、障害のある児童・生

徒の多様な学びの場を整備する。 

(4) 通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒への支援  

ア 小・中学校における特別支援教室の円滑な運営に向けた支援  

令和 3 年 4月に全公立小・中学校に設置が完了した特別支援教室の運営に関する区市町

村への支援として、引き続き、特別支援教室専門員の配置及び臨床発達心理士等の巡回を

行う。  

イ 小・中学校の通常の学級における支援の充実  

区市町村において、発達障害のある児童・生徒が、通常の学級で学ぶ際の支援を行う発

達障害教育支援員の配置を充実する場合や、特別支援教育コーディネーターを補助する人

材を配置する場合に、都教育委員会が財政的な支援を行うことで、発達障害のある児童・

生徒が安心して学べる環境づくりを促進する。  

ウ 特別支援教室の運営に対する指導・助言  

都教育委員会の特別支援教室巡回運営指導員が、特別支援教室を設置する学校に直接訪

問して各校の取組や運営状況を把握し、「特別支援教室の運営ガイドライン」に基づく具

体的な指導・助言や好事例の収集・紹介などにより、特別支援教室の適切な運営を支援す

るなど発達障害教育のより一層の充実を図る。  

エ 都立高等学校等における発達障害のある生徒への支援  

(ｱ) 各都立高等学校等における発達障害のある生徒に対して、障害の状態に応じた指導・

支援を実施するため、土曜日等の教育課程外で、かつ、学校外で民間のノウハウを活

用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導・支援を行う。  

(ｲ) 各都立高等学校において、在籍する発達障害のある生徒への支援を充実させ、通級

による指導について円滑な運営を図るため、都立学校発達障害教育推進エリアネット

ワークの活用により学校への支援を促進する。 

(ｳ) 就労を目指す発達障害等のある生徒に、生徒の特性や適性に応じた具体的な就労ス

キルを身に付けさせるため、民間企業や NPO 等と連携した取組を実施する。  

(5) インクルーシブな教育の検討 

共生社会の実現には、障害のある子供とない子供が共に学び、体験し、相互理解を深める
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７ 教育のインクルージョンの推進 

ことが重要であることから、インクルーシブな教育を推進するための体制整備に関する検討

を行う協議会を開催する。本協議会は、学識経験者や区市町村教育委員会、小・中・高等学

校、特別支援学校の校長、保護者の代表等を委員として、特別支援学校と高等学校等との一

体的運営や小・中学校等におけるインクルーシブな教育の推進等について議論し、検討を進

める。 

 

３ 医療的ケア児等への支援の充実（都立学校教育部） 

(1) 医療的ケアの充実（再掲） 

ア 特別支援学校における人工呼吸器の管理 

肢体不自由特別支援学校に人工呼吸器の管理が必要な児童・生徒が一定数在籍している

ことを踏まえ、肢体不自由特別支援学校全校で実施する際の条件や留意点等をまとめた

「都立特別支援学校における人工呼吸器による医療的ケアを必要とする子供の安全な学

校生活のためのガイドライン」に基づき、人工呼吸器の管理を実施する。 

イ 特別支援学校における胃ろうからの初期食の注入による給食の提供 

胃ろうからの注入は医療的ケアに該当し、安全を確保する観点から、特別支援学校では、

市販又は処方された栄養剤に限って実施してきたが、通常の食事に近い初期食による給食

を食べさせたいという保護者の要望を受け、肢体不自由特別支援学校全校で初期食の注入

による給食の提供を実施する。 

ウ 医療的ケア児専用通学車両の運行 

医療的ケア児の学習機会の確保と通学保障のため、肢体不自由特別支援学校及び知的障

害特別支援学校で看護師が同乗する専用通学車両を運行しているが、乗車中の医療的ケア

を行う看護師が不足する状況が続いているため、看護師の勤務形態の多様化や、専用通学

車両乗車時の報酬単価の引上げ等により、看護師の専用通学車両への乗車を一層促してい

く。 

エ 区市町村立小・中学校における医療的ケア実施のための支援 

小・中学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の増加を踏まえ、都教育委員会

主催の研修等に小・中学校教職員が参加できるようにするとともに、小・中学校及び区市

町村教育委員会の要請に応じて、特別支援学校におけるセンター的機能の発揮により支援

する。 

(2) 医療的ケア児に係る保護者付添い期間の短縮化等（再掲） 

医療的ケア児は、体調が変化しやすいことから、入学後、学校看護師に対処方法等の引き

継ぎを行うまでの間、保護者に付添いを依頼している。特に、人工呼吸器など高度なケアが

必要な場合には、付添い期間が長期化するケースが生じていることから、特別支援学校全校

で付添い期間の短縮化に取り組み、入学後の医療的ケア実施のための一連の手順を入学前か

ら開始するとともに、入学後にも医師等を活用し更なる短縮化に取り組んでいく。加えて、

付添い期間も Wi-Fi ルーターの貸与やテレワークブースの設置など保護者の就労継続への

支援を行う。 

(3) 病弱教育支援員による学習支援の更なる充実 

平成 29 年度より、都内の病院に入院中の児童・生徒の学習の遅れを回避し、前籍校へ円

滑に復帰するという観点から、病弱教育支援員を病院へ派遣するとともに、必要なデジタル

機器を配備することで、入院中の学習機会を週 3 日・1 回 2 時間から週 5 日・1 回 2 時間に

７ 教育のインクルージョンの推進 

充実させた。 

     令和 6 年度は引き続き、病弱教育支援員・デジタル機器を活用した学習支援を実施すると

ともに、病弱教育支援員を対象とした研修の実施、タブレット端末の活用事例の共有等によ

り、病弱教育支援員の資質向上・デジタル機器の一層の有効活用を図り、入院中の児童・生

徒への学習支援を更に充実させる。 

(4) 病院内教育における分身ロボットの活用 

    病院内分教室を設置する特別支援学校 5 校に分身ロボットを配備し、分教室での授業や校

外学習等への参加に活用するなど、入院中の児童・生徒の状況に応じた学びの実現を図る。 
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７ 教育のインクルージョンの推進 

ことが重要であることから、インクルーシブな教育を推進するための体制整備に関する検討

を行う協議会を開催する。本協議会は、学識経験者や区市町村教育委員会、小・中・高等学

校、特別支援学校の校長、保護者の代表等を委員として、特別支援学校と高等学校等との一

体的運営や小・中学校等におけるインクルーシブな教育の推進等について議論し、検討を進

める。 

 

３ 医療的ケア児等への支援の充実（都立学校教育部） 

(1) 医療的ケアの充実（再掲） 

ア 特別支援学校における人工呼吸器の管理 

肢体不自由特別支援学校に人工呼吸器の管理が必要な児童・生徒が一定数在籍している

ことを踏まえ、肢体不自由特別支援学校全校で実施する際の条件や留意点等をまとめた

「都立特別支援学校における人工呼吸器による医療的ケアを必要とする子供の安全な学

校生活のためのガイドライン」に基づき、人工呼吸器の管理を実施する。 

イ 特別支援学校における胃ろうからの初期食の注入による給食の提供 

胃ろうからの注入は医療的ケアに該当し、安全を確保する観点から、特別支援学校では、

市販又は処方された栄養剤に限って実施してきたが、通常の食事に近い初期食による給食

を食べさせたいという保護者の要望を受け、肢体不自由特別支援学校全校で初期食の注入

による給食の提供を実施する。 

ウ 医療的ケア児専用通学車両の運行 

医療的ケア児の学習機会の確保と通学保障のため、肢体不自由特別支援学校及び知的障

害特別支援学校で看護師が同乗する専用通学車両を運行しているが、乗車中の医療的ケア

を行う看護師が不足する状況が続いているため、看護師の勤務形態の多様化や、専用通学

車両乗車時の報酬単価の引上げ等により、看護師の専用通学車両への乗車を一層促してい

く。 

エ 区市町村立小・中学校における医療的ケア実施のための支援 

小・中学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の増加を踏まえ、都教育委員会

主催の研修等に小・中学校教職員が参加できるようにするとともに、小・中学校及び区市

町村教育委員会の要請に応じて、特別支援学校におけるセンター的機能の発揮により支援

する。 

(2) 医療的ケア児に係る保護者付添い期間の短縮化等（再掲） 

医療的ケア児は、体調が変化しやすいことから、入学後、学校看護師に対処方法等の引き

継ぎを行うまでの間、保護者に付添いを依頼している。特に、人工呼吸器など高度なケアが

必要な場合には、付添い期間が長期化するケースが生じていることから、特別支援学校全校

で付添い期間の短縮化に取り組み、入学後の医療的ケア実施のための一連の手順を入学前か

ら開始するとともに、入学後にも医師等を活用し更なる短縮化に取り組んでいく。加えて、

付添い期間も Wi-Fi ルーターの貸与やテレワークブースの設置など保護者の就労継続への

支援を行う。 

(3) 病弱教育支援員による学習支援の更なる充実 

平成 29 年度より、都内の病院に入院中の児童・生徒の学習の遅れを回避し、前籍校へ円

滑に復帰するという観点から、病弱教育支援員を病院へ派遣するとともに、必要なデジタル

機器を配備することで、入院中の学習機会を週 3 日・1 回 2 時間から週 5 日・1 回 2 時間に

７ 教育のインクルージョンの推進 

充実させた。 

     令和 6 年度は引き続き、病弱教育支援員・デジタル機器を活用した学習支援を実施すると

ともに、病弱教育支援員を対象とした研修の実施、タブレット端末の活用事例の共有等によ

り、病弱教育支援員の資質向上・デジタル機器の一層の有効活用を図り、入院中の児童・生

徒への学習支援を更に充実させる。 

(4) 病院内教育における分身ロボットの活用 

    病院内分教室を設置する特別支援学校 5 校に分身ロボットを配備し、分教室での授業や校

外学習等への参加に活用するなど、入院中の児童・生徒の状況に応じた学びの実現を図る。 
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